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司法修習生採用選考申込者各位

司法研修所事務局長

司法修習開始までの準備について（事務局編）

皆さんが司法修習生として採用された場合、 1年間にわたって司法修習を受ける

ことになります。皆さんには、司法修習を終えた段階で、志望のいかんを問わず、

幅広い法曹に共通して必要とされる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技

法と思考方法、 さらに、法曹としての高い識見と法曹倫理を含む職業意識を修得し

ていることが求められますが、限られた修習期間を充実し'たものとするためには、

修習開始までの間に十分な準備をしておくことが重要です。 この文書は、そのよう

な修習開始前の準備について説明するものです。

なお、以下の説明は法科大学院修了者以外の人にも当てはまることですので、同

様に準備しておいてください。

1 司法修習の中核は、生きた事件を素材として、法曹三者それぞれの実務を学ぶ

分野別実務修習にありますが、そのいずれのカリキュラムも、皆さんが、法科大

学院において法理論及び実務の基礎的素養等に関する教育を受けていること、そ

の成果として、基本法について、実務を踏まえた形で論理的かつ体系的に理解し

ていることを前提として行われます。

法科大学院において修得したこととされているこれらの理解を、修習開始まで

の間に再度確認するなどして、分野別実務修習において実践できるように備えて

おいてください。特に、法科大学院の授業では自学自修に委ねられていた点、例

えば民事法・刑事法に関する体系的な基本書を読み込むことについても、改めて

行っておいてください。
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2分野別実務修習に先立ち、導入修習が行われます。そのカリキュラムの構成等

については別途お知らせしたとおりですが、その目的は、 これらのカリキュラム

を通じて、修習開始の段階の皆さんに、特に実務の基礎的素養等が大切であるこ

とについて理解を深め、 自己に不足する知識や能力について認識する契機として

もらうことで、後の分野別実務修習が皆さんにとってより効果的なものとなるよ

うにすることにあります。

もとより、導入修習のカリキュラムは、 1の事前の自学自修が実践されている

ことを念頭に置いて策定されていますが、その自学自修の支援、ひいては、導入

修習及び実務修習での円滑な学修に資することを目的として、司法研修所の各教

官室から、修習開始までの間に取り組むべき課題が出されています。その内容は、

別送した送付教材等一式のうちの｢司法修習開始までの準備について(教官室編)」

の別紙第1－1から別紙第5－2までの各教官室からのガイダンスに記載されて

いますので、 これに従い、指定された教材等をよく読み、また、課題に取り組ん

でください。課題のうち、提出すべきものの内容、提出日等は、本書面別紙のと

おりです。作成方法や提出方法・期限等を十分に確認し､.漏れのないようにして

ください。

3 別送した送付教材等一式のうちの「司法修習ハンドブック」も事前によく読み

込んでおいてください。司法修習生には、将来法曹として責任ある立場に立つ者‘

として、社会人としてのルール、マナーを守ることはもとより、率先して規範を

守り、その範を示すことが求められます。 「司法修習ハンドブック」には、その

ような観点から司法修習生が留意すべき事項が記載されています。

4 司法修習生に採用されるに際しての各種の事務手続についても、漏れがないよ

うに十分注意してください。 このような事務手続を適正に遂行することも、社会

人として求められることです。特に、各種給付金については、期限までに必要書

類を提出しないと支給を受けられなくなることがありますので、定められた期限

を徒過することのないよう十分に注意してください。
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5 司法修習中は、情報管理や情報セキュリテイ対策を徹底する必要があります。

とりわけ、司法修習において取り扱う情報には個人情報が含まれ得るところであ

り、そのような情報が外部に流出することは厳に避けなければなりません。情報

の管理にはくれぐれも細心の注意を払い、司法研修所及び配属庁会における情報

の取扱いに関する定めを厳守するようにしてください。

なお、司法修習生が情報の取扱いに関して遵守すべきルールについては、同封

した「情報セキュリティブックレット」に整理してありますので、内容をよく理

一解しておいてください。事前課題を作成する際も、同文書に定められたルールに

準じて、情報の取扱いに留意してください。

6新型コロナウイルス感染症については、まだ見通しがつかない状況が続くもの

と思われます。修習に当たっては、司法研修所や配属庁会から指示される感染防

止対策を十分に理解して、 これを確実に守ってください。また、今後の感染状況

によっては、修習の内容等に変更が出る場合もありますので、司法研修所や配属

庁会からの連絡には留意しておいてください。

7 以上のような準備を十分に行った上で司法修習に臨んでください。皆さんにと

って司法修習が充実したものとなることを期待しています。
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事前課題一覧表(提出を要するもの）
■

掲載ページ

(教官室編）
科目 作成方法 提出期限 提出方法

． ’ ．，

下記のとおり （ただ

し、 5枚以内とす

る｡）

ﾁｰﾑズα■■ﾁｰﾑの■
■■■チヤネロm

l

■■」を利用して送信する
（同送の「修習におけるオンラ

イン利用の手引」第2絹第2章

ロ

■■の利用方法)｣参照)。

11月25日（金）

午後4時
民事裁判 7～9ページ

｜ ’ 夕

民事弁謹 16～24ページ 11月25日（金）

11月24日（木）

l B

刑事裁判 下記のとおり29ページ

ロ I

検 察 35～36ページ 11月23日（水）
■■■

（
記

司法修習生が修習関連の情報の取扱いに関して遵守すべきルールについては、同送する文書
に整理してあります。事前蝶題をパソコンで作成する際には、同文書に定められたルールに準
じて、精報の取扱いに留意してください。

◎事前蝶題の作成・提出専舘事前牒題の作成・提出要領

’ 各自の使用するワード等の文書作成ソフトを利用し、以下の書式設定をして事前課題を
作成する｡．

なお、チームズで配布する「起案用書式」 （書式設定済み）の利用！を推奨する。
ア中央下段にページ番号を付すb

イ文字サイズは、 12ポイント、字数37字、行数26行とする(A4版用紙1枚あた
り962文字） 。余白は、上部35ミリ、下部27ミリ、左側30ミリ、右側20ミリ
とする。

ウ起案の1枚目に、組、番号、氏名、事前課題・即日起案の別（該当するものの下の
空欄に数字の「1」を記入する｡)、科目（｢民事裁判」「民事弁護」等）を記載する。
2作成した事前課題については、ファイル名を組、番号、氏名、科目とし（例： 「1組1
番和光太郎民事裁判」 ） 、チームズの■■■チームのロ チャネルの l

lして保存（送信）することにより提出する。 ｛
なお、ワープロソフトで作成したファイルとこれをPDF化したファイルのいずれを提出
しても差し支えないが、ワープロソフトで作成したファイルについては、 Microsoft
0ffice2016又は2013と互換性があるもの、ワードであればファイル形式がdocxであるも
のに限り、提出することができるものとする。

また、 I Mには、組、番号、氏名を入力する欄が設定されているため、
必要事項を入力し、その内容に誤りがないかを確認した上で保存（送信）すること。
3居蕊戴到坦肇節認題についてはJj_E_呂旦且.蛾上生後4陵窒蚕に、民臺丑謹璽嘉煎認
題については1L且皇旦旦嶮1恵重に､I朧戴到典議畷麗については侭1_]_且皇全旦』丞1
重直に、栓塞Q臺煎諜題については、ユー1月2旦日(永)~までに、提出子惠~薊頂畜罰ミ
必着のこと。撞参及び郵送は量は位吐なug_) 。

提世まゑ臺煎謹題典震王暴二匁畠2いS豆蜂_造貝壁必堂爆萱L裳玉造』~
その他、各教官室のガイダンスの中に特別の指示がある場合や追って指

４
５

O

示がなされた場
合には、これに十分注意し、その指示に従うこと。
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